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貯
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池
の
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等
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利
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第
十
二
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第
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章
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水
調
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等
（
第
十
五
条
―
第
二
十
二
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第
五
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貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
九
条
）

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
七
章

補
則
（
第
三
十
三
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
内
場
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
、
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
及
び
水
道
用
水
の
供
給
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等

（
洪
水
）

第
三
条

洪
水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
が
毎
秒
九
十
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
）

第
四
条

洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
は
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

洪
水
期
間

八
月
十
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

二

非
洪
水
期
間

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
八
月
十
日
ま
で
の
期
間

（
か
ん
が
い
期
間
）

第
五
条

か
ん
が
い
期
間
は
、
六
月
二
十
一
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
水
位
）

第
六
条

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

第
七
条

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
二
百
五
十
八
・
五
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合

を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）

第
八
条

貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
二
百
六
十
・
二
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
八
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
水
位
）

第
九
条

洪
水
期
間
に
お
け
る
貯
水
池
の
最
高
水
位
（
以
下
「
制
限
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
標
高
二
百

五
十
四
・
四
メ
ー
ト
ル
と
し
、
洪
水
期
間
に
お
い
て
は
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う

場
合
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
制

限
水
位
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
低
水
位
）

第
十
条

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
二
百
二
十
七
・
六
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
か
ん
が
い
の
た
め
の
水
位
の
確
保
）

第
十
一
条

香
川
県
高
松
土
木
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
の

た
め
に
、
か
ん
が
い
期
間
の
う
ち
六
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
十
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
常
時
満
水
位

の
確
保
に
、
八
月
十
一
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。第

三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

第
十
二
条

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
二
百
五
十
四
・
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

標
高
二
百
六
十
・
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
二
百
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

（
か
ん
が
い
の
た
め
の
利
用
）

第
十
三
条

か
ん
が
い
用
水
の
補
給
は
、
か
ん
が
い
期
間
の
う
ち
六
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
十
日
ま
で
の

間
に
あ
っ
て
は
標
高
二
百
二
十
七
・
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
二
百
五
十
八
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量

の
う
ち
最
大
七
百
二
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
八
月
十
一
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
標

高
二
百
二
十
七
・
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
二
百
五
十
四
・
四
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
五
百

四
十
七
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
利
用
）

第
十
四
条

水
道
用
水
の
供
給
は
、
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
標
高
二
百
二
十
七
・
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高

二
百
五
十
四
・
四
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
五
百
四
十
七
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
非
洪

水
期
間
に
あ
っ
て
は
標
高
二
百
二
十
七
・
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
二
百
五
十
八
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の

容
量
の
う
ち
最
大
七
百
二
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

洪
水
調
節
等

（
洪
水
警
戒
体
制
）

第
十
五
条

所
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
松
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、

洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。

二

そ
の
他
別
に
定
め
る
と
き
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第
十
六
条

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る

観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

最
大
流
入
量
、
洪
水
総
量
、
洪
水
継
続
時
間
及
び
流
入
量
の
時
間
的
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
。

三

洪
水
調
節
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

四

非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
、
標
高
二
百
五
十
四
・
四
メ
ー
ト
ル
を
最
低
限
度
と
し
て
、
予
備
放
流

水
位
を
定
め
る
こ
と
。

五

ゲ
ー
ト
並
び
に
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
の
点
検
及
び
整
備
、
予
備
電
源
設
備
の

試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
予
備
放
流
）

第
十
七
条

所
長
は
、
前
条
第
四
号
の
予
備
放
流
水
位
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る

洪
水
調
節
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
水
位
を
当
該
予
備
放
流
水
位
に
低
下
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
調
節
）

第
十
八
条

所
長
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
洪
水
調
節
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
二
百
五
十
四
・
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
標
高
二
百
五
十
五
・
三
メ
ー
ト
ル
に

達
す
る
ま
で
は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
。
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二

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
二
百
五
十
五
・
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
場
合
で
、
流
入
量
が
毎
秒
百
四
十

立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
。

三

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
二
百
五
十
五
・
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
か
つ
、
流
入
量
が
毎
秒
百
四
十
立

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
と
き
は
、
流
入
量
が
最
大
に
達
す
る
ま
で
の
間
及
び
最
大
に
達
し
た
後
毎
秒

百
四
十
立
方
メ
ー
ト
ル
に
減
少
す
る
ま
で
の
間
、
毎
秒
百
四
十
立
方
メ
ー
ト
ル
の
流
水
を
ダ
ム
か
ら

放
流
す
る
こ
と
。

（
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
）

第
十
九
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
流
水
の
調
節

は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
二
十
条

所
長
は
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
調
節
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
に
達
し
な
い

流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
水
位
が
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
を
、
非
洪
水
期
間
に

あ
っ
て
は
常
時
満
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
水
位
を
制
限
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に

低
下
さ
せ
る
た
め
、
下
流
に
支
障
を
与
え
な
い
程
度
の
流
量
を
限
度
と
し
て
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第
二
十
一
条

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
位
の
上
昇
）

第
二
十
二
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
予
備
放
流
水
位
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く

な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
流
水
を
貯
留
し
て
水
位
が
上
昇
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
等
）

第
二
十
三
条

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
に
移
行
す
る
に
際
し
、
水
位
を
制
限
水
位
に
低
下
さ
せ
る
と
き
。

二

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

三

そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
放
流
の
原
則
）

第
二
十
四
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動

を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
放
流
が
無
効
放
流
と
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
放
流
量
）

第
二
十
五
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

（
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
六
条

所
長
は
、
か
ん
が
い
期
間
に
お
い
て
、
か
ん
が
い
用
水
を
補
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
か
ら
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
七
条

所
長
は
、
水
道
用
水
を
供
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ダ
ム
か
ら
日
量
一
万
八
千
立
方
メ

ー
ト
ル
を
限
度
と
し
て
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第
二
十
八
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
の
操
作
）

第
二
十
九
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第
三
十
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等
を

常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）

第
三
十
一
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象

の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
記
録
）

第
三
十
二
条

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
若
し
く
は
バ
ル
ブ
を
操
作
し
、
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
計
測
、
点
検

若
し
く
は
整
備
を
行
い
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を
記

録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

補
則

第
三
十
三
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
長
柄
ダ
ム
操
作
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
四
号

香
川
県
長
柄
ダ
ム
操
作
規
則

香
川
県
長
柄
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
香
川
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条
―
第
十
条
）

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
四
章

洪
水
調
節
等
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
）

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条
）

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
（
第
二
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）

第
七
章

補
則
（
第
三
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
長
柄
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
及
び
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等

（
洪
水
）

第
三
条

洪
水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
が
毎
秒
二
十
二
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
）

第
四
条

洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
は
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

洪
水
期
間

八
月
十
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

二

非
洪
水
期
間

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
八
月
十
日
ま
で
の
期
間

（
か
ん
が
い
期
間
）

第
五
条

か
ん
が
い
期
間
は
、
六
月
二
十
一
日
か
ら
九
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
水
位
）

第
六
条

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

第
七
条

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
百
二
十
三
・
五
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

洪
水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を

除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）

第
八
条

貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
百
二
十
四
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
六
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
水
位
）

第
九
条

洪
水
期
間
に
お
け
る
貯
水
池
の
最
高
水
位
（
以
下
「
制
限
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
標
高
百
十

八
・
二
メ
ー
ト
ル
と
し
、
洪
水
期
間
に
お
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合

及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
制
限
水

位
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
低
水
位
）

第
十
条

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
百
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
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（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

第
十
一
条

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
百
十
八
・
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高

百
二
十
四
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
百
九
十
四
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

（
か
ん
が
い
の
た
め
の
利
用
）

第
十
二
条

か
ん
が
い
用
水
の
補
給
は
、
か
ん
が
い
期
間
の
う
ち
六
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
十
日
ま
で
の

間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
二
十
三
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大

三
百
八
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
八
月
十
一
日
か
ら
九
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
・
五

メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
十
八
・
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
二
百
十
七
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を

利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

洪
水
調
節
等

（
洪
水
警
戒
体
制
）

第
十
三
条

香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
松
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、

洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。

二

そ
の
他
別
に
定
め
る
と
き
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第
十
四
条

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る

観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

最
大
流
入
量
、
洪
水
総
量
、
洪
水
継
続
時
間
及
び
流
入
量
の
時
間
的
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
。

三

洪
水
調
節
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

四

非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
、
標
高
百
十
八
・
二
メ
ー
ト
ル
を
最
低
限
度
と
し
て
、
予
備
放
流
水
位

を
定
め
る
こ
と
。

五

ゲ
ー
ト
並
び
に
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
の
点
検
及
び
整
備
、
予
備
電
源
設
備
の

試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
予
備
放
流
）

第
十
五
条

所
長
は
、
前
条
第
四
号
の
予
備
放
流
水
位
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る

洪
水
調
節
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
水
位
を
当
該
予
備
放
流
水
位
に
低
下
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
調
節
）

第
十
六
条

所
長
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
洪
水
調
節
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
百
十
八
・
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
標
高
百
二
十
二
・
一
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る

ま
で
は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
。

二

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
百
二
十
二
・
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
場
合
で
、
流
入
量
が
毎
秒
二
百
六
十

立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
。

三

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
百
二
十
二
・
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
か
つ
、
流
入
量
が
毎
秒
二
百
六
十
立

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
と
き
は
、
流
入
量
が
最
大
に
達
す
る
ま
で
の
間
及
び
最
大
に
達
し
た
後
毎
秒

二
百
六
十
立
方
メ
ー
ト
ル
に
減
少
す
る
ま
で
の
間
、
毎
秒
二
百
六
十
立
方
メ
ー
ト
ル
の
流
水
を
ダ
ム

か
ら
放
流
す
る
こ
と
。

（
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
）

第
十
七
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
流
水
の
調
節

は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
八
条

所
長
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
調
節
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
に
達
し
な
い

流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
水
位
が
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
を
、
非
洪
水
期
間
に

あ
っ
て
は
常
時
満
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
水
位
を
制
限
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に

低
下
さ
せ
る
た
め
、
下
流
に
支
障
を
与
え
な
い
程
度
の
流
量
を
限
度
と
し
て
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第
十
九
条

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
位
の
上
昇
）

第
二
十
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
予
備
放
流
水
位
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
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っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
流
水
を
貯
留
し
て
水
位
が
上
昇
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
等
）

第
二
十
一
条

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
に
移
行
す
る
に
際
し
、
水
位
を
制
限
水
位
に
低
下
さ
せ
る
と
き
。

二

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

三

そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
放
流
の
原
則
）

第
二
十
二
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動

を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
放
流
が
無
効
放
流
と
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
放
流
量
）

第
二
十
三
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

（
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
四
条

所
長
は
、
か
ん
が
い
期
間
に
お
い
て
、
か
ん
が
い
用
水
を
補
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
か
ら
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第
二
十
五
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
の
操
作
）

第
二
十
六
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第
二
十
七
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等

を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）

第
二
十
八
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象

の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
二
十
九
条

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
若
し
く
は
バ
ル
ブ
を
操
作
し
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
計
測
、
点

検
若
し
く
は
整
備
を
行
い
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を

記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

補
則

第
三
十
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
内
海
ダ
ム
操
作
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
五
号

香
川
県
内
海
ダ
ム
操
作
規
則

香
川
県
内
海
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
香
川
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条
―
第
九
条
）

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

洪
水
調
節
等
（
第
十
二
条
―
第
十
九
条
）

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
二
十
条
―
第
二
十
五
条
）

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

第
七
章

補
則
（
第
二
十
九
条
）

附
則

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

（
号
外
二
）
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第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
内
海
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
及
び
水
道
用
水
の
供
給
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等

（
洪
水
）

第
三
条

洪
水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
が
毎
秒
三
十
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
）

第
四
条

洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
は
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

洪
水
期
間

七
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

二

非
洪
水
期
間

十
月
一
日
か
ら
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

（
水
位
）

第
五
条

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

第
六
条

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
六
十
六
・
一
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
洪

水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除

き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）

第
七
条

貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
六
十
七
・
五
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
五
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
水
位
）

第
八
条

洪
水
期
間
に
お
け
る
貯
水
池
の
最
高
水
位
（
以
下
「
制
限
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
標
高
六
十

三
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
、
洪
水
期
間
に
お
い
て
は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合

及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
制
限
水

位
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
低
水
位
）

第
九
条

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
五
十
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

第
十
条

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
六
十
三
・
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
六

十
七
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
七
万
二
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
利
用
）

第
十
一
条

水
道
用
水
の
供
給
は
、
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
標
高
五
十
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
六
十

三
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
五
万
三
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は

標
高
五
十
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
六
十
六
・
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
九
万
三
千
立

方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

洪
水
調
節
等

（
洪
水
警
戒
体
制
）

第
十
二
条

香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
松
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、

洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。

二

そ
の
他
別
に
定
め
る
と
き
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第
十
三
条

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る

観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

最
大
流
入
量
、
洪
水
総
量
、
洪
水
継
続
時
間
及
び
流
入
量
の
時
間
的
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
。

三

洪
水
調
節
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

四

非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
、
標
高
六
十
三
・
六
メ
ー
ト
ル
を
最
低
限
度
と
し
て
、
予
備
放
流
水
位

を
定
め
る
こ
と
。

五

ゲ
ー
ト
並
び
に
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
の
点
検
及
び
整
備
、
予
備
電
源
設
備
の

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

（
号
外
二
）
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試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
予
備
放
流
）

第
十
四
条

所
長
は
、
前
条
第
四
号
の
予
備
放
流
水
位
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る

洪
水
調
節
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
水
位
を
当
該
予
備
放
流
水
位
に
低
下
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
調
節
）

第
十
五
条

所
長
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
洪
水
調
節
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
六
十
三
・
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
標
高
六
十
四
・
四
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
ま

で
は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
。

二

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
六
十
四
・
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
場
合
で
、
流
入
量
が
毎
秒
五
十
立
方
メ

ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
。

三

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
六
十
四
・
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
か
つ
、
流
入
量
が
毎
秒
五
十
立
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
た
と
き
は
、
流
入
量
が
最
大
に
達
す
る
ま
で
の
間
及
び
最
大
に
達
し
た
後
毎
秒
五
十
立

方
メ
ー
ト
ル
に
減
少
す
る
ま
で
の
間
、
毎
秒
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
の
流
水
を
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ

と
。

（
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
）

第
十
六
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
流
水
の
調
節

は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
七
条

所
長
は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
調
節
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
に
達
し
な
い

流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
水
位
が
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
を
、
非
洪
水
期
間
に

あ
っ
て
は
常
時
満
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
水
位
を
制
限
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に

低
下
さ
せ
る
た
め
、
下
流
に
支
障
を
与
え
な
い
程
度
の
流
量
を
限
度
と
し
て
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第
十
八
条

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
位
の
上
昇
）

第
十
九
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
予
備
放
流
水
位
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な

っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
流
水
を
貯
留
し
て
水
位
が
上
昇
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
等
）

第
二
十
条

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
に
移
行
す
る
に
際
し
、
水
位
を
制
限
水
位
に
低
下
さ
せ
る
と
き
。

二

第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

三

そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
放
流
の
原
則
）

第
二
十
一
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動

を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
放
流
が
無
効
放
流
と
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
放
流
量
）

第
二
十
二
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
三
条

所
長
は
、
水
道
用
水
を
供
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ダ
ム
か
ら
日
量
千
立
方
メ
ー
ト
ル

を
限
度
と
し
て
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第
二
十
四
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
の
操
作
）

第
二
十
五
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。
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第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第
二
十
六
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等

を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）

第
二
十
七
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象

の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
二
十
八
条

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
を
操
作
し
、
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
測
、
点
検
若
し
く
は
整
備

を
行
い
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を
記
録
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

補
則

第
二
十
九
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
大
内
ダ
ム
操
作
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
六
号

香
川
県
大
内
ダ
ム
操
作
規
則

香
川
県
大
内
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
香
川
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条
―
第
十
条
）

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
十
一
条
―
第
十
三
条
）

第
四
章

洪
水
調
節
等
（
第
十
四
条
―
第
二
十
一
条
）

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
八
条
）

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
一
条
）

第
七
章

補
則
（
第
三
十
二
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
大
内
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
、
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
及
び
水
道
用
水
の
供
給
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等

（
洪
水
）

第
三
条

洪
水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
が
毎
秒
八
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
）

第
四
条

洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
は
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

洪
水
期
間

七
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

二

非
洪
水
期
間

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

（
か
ん
が
い
期
間
）

第
五
条

か
ん
が
い
期
間
は
、
六
月
二
十
日
か
ら
九
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
水
位
）

第
六
条

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

第
七
条

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
六
十
二
・
二
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪

水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除

き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）

第
八
条

貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
六
十
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
七
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
水
位
）
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第
九
条

洪
水
期
間
に
お
け
る
貯
水
池
の
最
高
水
位
（
以
下
「
制
限
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
標
高
六
十

・
〇
メ
ー
ト
ル
と
し
、
洪
水
期
間
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
及

び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
制
限
水
位

よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
低
水
位
）

第
十
条

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
五
十
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

第
十
一
条

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
六
十
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
六

十
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
三
十
三
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
か
ん
が
い
の
た
め
の
利
用
）

第
十
二
条

か
ん
が
い
用
水
の
補
給
は
、
か
ん
が
い
期
間
の
う
ち
六
月
二
十
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
あ
っ
て
は
標
高
五
十
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
六
十
二
・
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大

八
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
七
月
一
日
か
ら
九
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
標
高
五
十
・
五
メ
ー

ト
ル
か
ら
標
高
六
十
・
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
五
十
七
万
四
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
利
用
）

第
十
三
条

水
道
用
水
の
供
給
は
、
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
標
高
五
十
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
六
十
・

〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
五
十
七
万
四
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は

標
高
五
十
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
六
十
二
・
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
八
十
万
立
方
メ

ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

洪
水
調
節
等

（
洪
水
警
戒
体
制
）

第
十
四
条

香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
松
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、

洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。

二

そ
の
他
別
に
定
め
る
と
き
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第
十
五
条

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る

観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

最
大
流
入
量
、
洪
水
総
量
、
洪
水
継
続
時
間
及
び
流
入
量
の
時
間
的
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
。

三

洪
水
調
節
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

四

非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
、
標
高
六
十
・
〇
メ
ー
ト
ル
を
最
低
限
度
と
し
て
、
予
備
放
流
水
位
を

定
め
る
こ
と
。

五

ゲ
ー
ト
並
び
に
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
の
点
検
及
び
整
備
、
予
備
電
源
設
備
の

試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
予
備
放
流
）

第
十
六
条

所
長
は
、
前
条
第
四
号
の
予
備
放
流
水
位
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る

洪
水
調
節
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
水
位
を
当
該
予
備
放
流
水
位
に
低
下
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
調
節
）

第
十
七
条

所
長
は
、
流
入
量
が
毎
秒
八
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
り
、
か
つ
、
貯
水
池
の
水
位
が
制
限

水
位
を
超
え
た
と
き
は
、
ゲ
ー
ト
の
開
度
を
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
に
固
定
し
て
、
流
入
量
が
最
大
に
達
す

る
ま
で
の
間
及
び
最
大
に
達
し
た
後
流
入
量
が
減
少
し
放
流
量
に
等
し
く
な
る
ま
で
の
間
、
ダ
ム
か
ら

の
自
然
放
流
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況

に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
）

第
十
八
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
流
水
の
調
節

は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
九
条

所
長
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
調
節
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
に
達
し
な
い

流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
水
位
が
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
を
、
非
洪
水
期
間
に

あ
っ
て
は
常
時
満
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
水
位
を
制
限
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に
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低
下
さ
せ
る
た
め
、
下
流
に
支
障
を
与
え
な
い
程
度
の
流
量
を
限
度
と
し
て
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第
二
十
条

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
位
の
上
昇
）

第
二
十
一
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
予
備
放
流
水
位
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く

な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
流
水
を
貯
留
し
て
水
位
が
上
昇
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
等
）

第
二
十
二
条

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
に
移
行
す
る
に
際
し
、
水
位
を
制
限
水
位
に
低
下
さ
せ
る
と
き
。

二

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

三

そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
放
流
の
原
則
）

第
二
十
三
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動

を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
放
流
が
無
効
放
流
と
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
放
流
量
）

第
二
十
四
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

（
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
五
条

所
長
は
、
か
ん
が
い
期
間
に
お
い
て
、
か
ん
が
い
用
水
を
補
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
か
ら
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
六
条

所
長
は
、
水
道
用
水
を
供
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ダ
ム
か
ら
日
量
千
五
百
立
方
メ
ー

ト
ル
を
限
度
と
し
て
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第
二
十
七
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
の
操
作
）

第
二
十
八
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第
二
十
九
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等

を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）

第
三
十
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象
の

観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
三
十
一
条

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
を
操
作
し
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
計
測
、
点
検
若
し
く
は
整
備

を
行
い
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を
記
録
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

補
則

第
三
十
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
五
名
ダ
ム
操
作
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
七
号

香
川
県
五
名
ダ
ム
操
作
規
則

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

（
号
外
二
）

一
一



香
川
県
五
名
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
香
川
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条
―
第
十
条
）

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
四
章

洪
水
調
節
等
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
）

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条
）

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
（
第
二
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）

第
七
章

補
則
（
第
三
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
五
名
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
及
び
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等

（
洪
水
）

第
三
条

洪
水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
が
毎
秒
八
十
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
）

第
四
条

洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
は
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

洪
水
期
間

七
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

二

非
洪
水
期
間

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

（
か
ん
が
い
期
間
）

第
五
条

か
ん
が
い
期
間
は
、
六
月
二
十
日
か
ら
九
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
水
位
）

第
六
条

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

第
七
条

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
百
四
十
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）

第
八
条

貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
百
四
十
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
六
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
水
位
）

第
九
条

洪
水
期
間
に
お
け
る
貯
水
池
の
最
高
水
位
（
以
下
「
制
限
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
水
位
と
し
、
洪
水
期
間
に
お
い
て
は
、
第
十
六

条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調

節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
制
限
水
位
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一

七
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

標
高
百
四
十
三
・
八
メ
ー
ト
ル

二

八
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

標
高
百
三
十
九
・
六
メ
ー
ト
ル

（
最
低
水
位
）

第
十
条

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
百
三
十
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

第
十
一
条

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
百
三
十
九
・
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
標

高
百
四
十
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
三
十
五
万
一
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

（
か
ん
が
い
の
た
め
の
利
用
）

第
十
二
条

か
ん
が
い
用
水
の
補
給
は
、
か
ん
が
い
期
間
の
う
ち
六
月
二
十
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
三
十
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
四
十
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち

最
大
五
十
三
万
六
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
七
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
標
高

百
三
十
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
四
十
三
・
八
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
三
十
八
万
七
千

立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
八
月
一
日
か
ら
九
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
三
十
・
〇
メ
ー
ト
ル

か
ら
標
高
百
三
十
九
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
十
八
万
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

洪
水
調
節
等

（
洪
水
警
戒
体
制
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

（
号
外
二
）

一
二



第
十
三
条

香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
松
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、

洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。

二

そ
の
他
別
に
定
め
る
と
き
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第
十
四
条

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る

観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

最
大
流
入
量
、
洪
水
総
量
、
洪
水
継
続
時
間
及
び
流
入
量
の
時
間
的
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
。

三

洪
水
調
節
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

四

非
洪
水
期
間
及
び
洪
水
期
間
の
う
ち
第
九
条
第
一
号
に
定
め
る
期
間
に
あ
っ
て
は
、
標
高
百
三
十

九
・
六
メ
ー
ト
ル
を
最
低
限
度
と
し
て
、
予
備
放
流
水
位
を
定
め
る
こ
と
。

五

ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
（
以
下
「
ゲ
ー
ト
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
ゲ
ー
ト
等
の
操
作
に
必
要
な
機

械
及
び
器
具
の
点
検
及
び
整
備
、
予
備
電
源
設
備
の
試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置

を
と
る
こ
と
。

（
予
備
放
流
）

第
十
五
条

所
長
は
、
前
条
第
四
号
の
予
備
放
流
水
位
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る

洪
水
調
節
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
水
位
を
当
該
予
備
放
流
水
位
に
低
下
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
調
節
）

第
十
六
条

所
長
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
洪
水
調
節
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
百
三
十
九
・
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
標
高
百
四
十
四
・
五
メ
ー
ト
ル
に
達
す

る
ま
で
は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
。

二

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
百
四
十
四
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
場
合
で
、
流
入
量
が
毎
秒
九
十
立
方

メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
。

三

貯
水
池
の
水
位
が
標
高
百
四
十
四
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
か
つ
、
流
入
量
が
毎
秒
九
十
立
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
た
と
き
は
、
流
入
量
が
最
大
に
達
す
る
ま
で
の
間
及
び
最
大
に
達
し
た
後
毎
秒
九
十

立
方
メ
ー
ト
ル
に
減
少
す
る
ま
で
の
間
、
毎
秒
九
十
立
方
メ
ー
ト
ル
の
流
水
を
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る

こ
と
。

（
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
）

第
十
七
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
流
水
の
調
節

は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
八
条

所
長
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
調
節
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
に
達
し
な
い

流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
水
位
が
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
を
、
非
洪
水
期
間
に

あ
っ
て
は
常
時
満
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
水
位
を
制
限
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に

低
下
さ
せ
る
た
め
、
下
流
に
支
障
を
与
え
な
い
程
度
の
流
量
を
限
度
と
し
て
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第
十
九
条

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
位
の
上
昇
）

第
二
十
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
予
備
放
流
水
位
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な

っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
流
水
を
貯
留
し
て
水
位
が
上
昇
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
等
）

第
二
十
一
条

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
に
移
行
す
る
に
際
し
、
水
位
を
第
九
条
第
一
号
に
定
め
る
水
位
に
低

下
さ
せ
る
と
き
。

二

洪
水
期
間
に
お
い
て
、
水
位
を
第
九
条
第
二
号
に
定
め
る
水
位
に
低
下
さ
せ
る
と
き
。

三

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

四

そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
放
流
の
原
則
）

第
二
十
二
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動

を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
放
流
が
無
効
放
流
と
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
放
流
量
）

第
二
十
三
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

（
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
四
条

所
長
は
、
か
ん
が
い
期
間
に
お
い
て
、
か
ん
が
い
用
水
を
補
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
か
ら
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第
二
十
五
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
等
の
操
作
）

第
二
十
六
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
等
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第
二
十
七
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等

を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）

第
二
十
八
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象

の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
二
十
九
条

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
等
を
操
作
し
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
計
測
、
点
検
若
し
く
は
整

備
を
行
い
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を
記
録
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

補
則

第
三
十
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
大
川
ダ
ム
操
作
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
八
号

香
川
県
大
川
ダ
ム
操
作
規
則

香
川
県
大
川
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
香
川
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条
―
第
十
条
）

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
四
章

洪
水
調
節
等
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
）

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条
）

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
（
第
二
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）

第
七
章

補
則
（
第
三
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
大
川
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
及
び
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等

（
洪
水
）

第
三
条

洪
水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
が
毎
秒
七
立
方
メ
ー

香

川

県
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ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
）

第
四
条

洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
は
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

洪
水
期
間

七
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で
の
期
間

二

非
洪
水
期
間

十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

（
か
ん
が
い
期
間
）

第
五
条

か
ん
が
い
期
間
は
、
六
月
二
十
日
か
ら
九
月
十
七
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
水
位
）

第
六
条

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

第
七
条

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
百
十
八
・
七
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪

水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除

き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）

第
八
条

貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
百
二
十
一
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
六
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
水
位
）

第
九
条

洪
水
期
間
に
お
け
る
貯
水
池
の
最
高
水
位
（
以
下
「
制
限
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
標
高
百
十

五
・
八
メ
ー
ト
ル
と
し
、
洪
水
期
間
に
お
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合

及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
制
限
水

位
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
低
水
位
）

第
十
条

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
百
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

第
十
一
条

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
百
十
五
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高

百
二
十
一
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
三
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
か
ん
が
い
の
た
め
の
利
用
）

第
十
二
条

か
ん
が
い
用
水
の
補
給
は
、
か
ん
が
い
期
間
の
う
ち
六
月
二
十
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
十
八
・
七
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大

四
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
七
月
一
日
か
ら
九
月
十
七
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
八
・
〇
メ

ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
十
五
・
八
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
二
十
九
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

洪
水
調
節
等

（
洪
水
警
戒
体
制
）

第
十
三
条

香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
松
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、

洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。

二

そ
の
他
別
に
定
め
る
と
き
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第
十
四
条

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る

観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

最
大
流
入
量
、
洪
水
総
量
、
洪
水
継
続
時
間
及
び
流
入
量
の
時
間
的
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
。

三

洪
水
調
節
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

四

非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
、
標
高
百
十
五
・
八
メ
ー
ト
ル
を
最
低
限
度
と
し
て
、
予
備
放
流
水
位

を
定
め
る
こ
と
。

五

ゲ
ー
ト
並
び
に
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
の
点
検
及
び
整
備
、
予
備
電
源
設
備
の

試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
予
備
放
流
）

第
十
五
条

所
長
は
、
前
条
第
四
号
の
予
備
放
流
水
位
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る

洪
水
調
節
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
水
位
を
当
該
予
備
放
流
水
位
に
低
下
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
調
節
）

香
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第
十
六
条

所
長
は
、
流
入
量
が
毎
秒
七
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
り
、
か
つ
、
貯
水
池
の
水
位
が
制
限

水
位
を
超
え
た
と
き
は
、
ゲ
ー
ト
の
開
度
を
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
に
固
定
し
て
、
流
入
量
が
最
大
に
達
す

る
ま
で
の
間
及
び
最
大
に
達
し
た
後
流
入
量
が
減
少
し
放
流
量
に
等
し
く
な
る
ま
で
の
間
、
ダ
ム
か
ら

の
自
然
放
流
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況

に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
）

第
十
七
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
流
水
の
調
節

は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
八
条

所
長
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
調
節
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
に
達
し
な
い

流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
水
位
が
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
を
、
非
洪
水
期
間
に

あ
っ
て
は
常
時
満
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
水
位
を
制
限
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に

低
下
さ
せ
る
た
め
、
下
流
に
支
障
を
与
え
な
い
程
度
の
流
量
を
限
度
と
し
て
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第
十
九
条

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
位
の
上
昇
）

第
二
十
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
予
備
放
流
水
位
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な

っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
流
水
を
貯
留
し
て
水
位
が
上
昇
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
等
）

第
二
十
一
条

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
に
移
行
す
る
に
際
し
、
水
位
を
制
限
水
位
に
低
下
さ
せ
る
と
き
。

二

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

三

そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
放
流
の
原
則
）

第
二
十
二
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動

を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
放
流
が
無
効
放
流
と
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
放
流
量
）

第
二
十
三
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

（
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
四
条

所
長
は
、
か
ん
が
い
期
間
に
お
い
て
、
か
ん
が
い
用
水
を
補
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
か
ら
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第
二
十
五
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
の
操
作
）

第
二
十
六
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第
二
十
七
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等

を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）

第
二
十
八
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象

の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
二
十
九
条

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
を
操
作
し
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
計
測
、
点
検
若
し
く
は
整
備

を
行
い
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を
記
録
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
七
章

補
則

第
三
十
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
五
郷
ダ
ム
操
作
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
九
号

香
川
県
五
郷
ダ
ム
操
作
規
則

香
川
県
五
郷
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
香
川
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条
―
第
十
条
）

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
四
章

洪
水
調
節
等
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
）

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条
）

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
（
第
二
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）

第
七
章

補
則
（
第
三
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
五
郷
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
及
び
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等

（
洪
水
）

第
三
条

洪
水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
が
毎
秒
十
八
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
）

第
四
条

洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
は
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

洪
水
期
間

七
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で
の
期
間

二

非
洪
水
期
間

十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

（
か
ん
が
い
期
間
）

第
五
条

か
ん
が
い
期
間
は
、
六
月
二
十
日
か
ら
九
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
水
位
）

第
六
条

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

第
七
条

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
百
八
十
九
・
五
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

洪
水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を

除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）

第
八
条

貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
百
九
十
二
・
四
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
六
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
水
位
）

第
九
条

洪
水
期
間
に
お
け
る
貯
水
池
の
最
高
水
位
（
以
下
「
制
限
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
標
高
百
八

十
二
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
、
洪
水
期
間
に
お
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場

合
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
制
限

水
位
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
低
水
位
）

第
十
条

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
百
六
十
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

第
十
一
条

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
百
八
十
二
・
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
標

高
百
九
十
二
・
四
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
百
三
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。
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（
か
ん
が
い
の
た
め
の
利
用
）

第
十
二
条

か
ん
が
い
用
水
の
補
給
は
、
か
ん
が
い
期
間
の
う
ち
六
月
二
十
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
六
十
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
八
十
九
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う

ち
最
大
百
八
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
七
月
一
日
か
ら
九
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
標
高
百

六
十
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
八
十
二
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
九
十
万
立
方
メ

ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

洪
水
調
節
等

（
洪
水
警
戒
体
制
）

第
十
三
条

香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
松
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、

洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。

二

そ
の
他
別
に
定
め
る
と
き
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第
十
四
条

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る

観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

最
大
流
入
量
、
洪
水
総
量
、
洪
水
継
続
時
間
及
び
流
入
量
の
時
間
的
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
。

三

洪
水
調
節
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

四

非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
、
標
高
百
八
十
二
・
六
メ
ー
ト
ル
を
最
低
限
度
と
し
て
、
予
備
放
流
水

位
を
定
め
る
こ
と
。

五

ゲ
ー
ト
並
び
に
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
の
点
検
及
び
整
備
、
予
備
電
源
設
備
の

試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
予
備
放
流
）

第
十
五
条

所
長
は
、
前
条
第
四
号
の
予
備
放
流
水
位
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る

洪
水
調
節
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
水
位
を
当
該
予
備
放
流
水
位
に
低
下
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
調
節
）

第
十
六
条

所
長
は
、
流
入
量
が
毎
秒
十
八
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
り
、
か
つ
、
貯
水
池
の
水
位
が
制

限
水
位
を
超
え
た
と
き
は
、
ゲ
ー
ト
の
開
度
を
〇
・
九
五
メ
ー
ト
ル
に
固
定
し
て
、
流
入
量
が
最
大
に

達
す
る
ま
で
の
間
及
び
最
大
に
達
し
た
後
流
入
量
が
減
少
し
放
流
量
に
等
し
く
な
る
ま
で
の
間
、
ダ
ム

か
ら
の
自
然
放
流
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の

状
況
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
）

第
十
七
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
流
水
の
調
節

は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
八
条

所
長
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
調
節
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
に
達
し
な
い

流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
水
位
が
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
を
、
非
洪
水
期
間
に

あ
っ
て
は
常
時
満
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
水
位
を
制
限
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に

低
下
さ
せ
る
た
め
、
下
流
に
支
障
を
与
え
な
い
程
度
の
流
量
を
限
度
と
し
て
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第
十
九
条

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
位
の
上
昇
）

第
二
十
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
予
備
放
流
水
位
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な

っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
流
水
を
貯
留
し
て
水
位
が
上
昇
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
等
）

第
二
十
一
条

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
に
移
行
す
る
に
際
し
、
水
位
を
制
限
水
位
に
低
下
さ
せ
る
と
き
。

二

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

三

そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
放
流
の
原
則
）

第
二
十
二
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動

を
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
放
流
が
無
効
放
流
と
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
放
流
量
）

第
二
十
三
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

（
か
ん
が
い
用
水
の
補
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
四
条

所
長
は
、
か
ん
が
い
期
間
に
お
い
て
、
か
ん
が
い
用
水
を
補
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
か
ら
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第
二
十
五
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
の
操
作
）

第
二
十
六
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第
二
十
七
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等

を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）

第
二
十
八
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象

の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
二
十
九
条

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
を
操
作
し
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
計
測
、
点
検
若
し
く
は
整
備

を
行
い
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を
記
録
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

補
則

第
三
十
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
前
山
ダ
ム
操
作
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
十
号

香
川
県
前
山
ダ
ム
操
作
規
則

香
川
県
前
山
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
五
十
年
香
川
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条
―
第
九
条
）

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
十
条
―
第
十
二
条
）

第
四
章

洪
水
調
節
等
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
）

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
七
条
）

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
条
）

第
七
章

補
則
（
第
三
十
一
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
前
山
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
、
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
及
び
水
道
用
水
の
供
給
を
そ
の
用
途
と
す

る
。

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等

（
洪
水
）

香

川

県

報
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第
三
条

洪
水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
が
毎
秒
十
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
）

第
四
条

洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
は
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

洪
水
期
間

七
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

二

非
洪
水
期
間

十
月
一
日
か
ら
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

（
水
位
）

第
五
条

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

第
六
条

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
百
三
十
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

洪
水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を

除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）

第
七
条

貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
百
四
十
二
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
六
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
水
位
）

第
八
条

洪
水
期
間
に
お
け
る
貯
水
池
の
最
高
水
位
（
以
下
「
制
限
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
標
高
百
三

十
一
・
三
メ
ー
ト
ル
と
し
、
洪
水
期
間
に
お
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場

合
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
制
限

水
位
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
低
水
位
）

第
九
条

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
百
二
十
三
・
八
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

第
十
条

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
百
三
十
一
・
三
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高

百
四
十
二
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
百
三
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

（
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
の
利
用
）

第
十
一
条

流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
は
、
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
二
十
三
・
八
メ
ー
ト
ル
か

ら
標
高
百
三
十
一
・
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
四
十
八
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
最
大
十
六
万
立
方
メ

ー
ト
ル
を
、
非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
二
十
三
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
三
十
七
・
〇
メ
ー

ト
ル
ま
で
の
容
量
百
二
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
最
大
七
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
利
用
）

第
十
二
条

水
道
用
水
の
供
給
は
、
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
二
十
三
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百

三
十
一
・
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
四
十
八
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
最
大
三
十
二
万
立
方
メ
ー
ト
ル

を
、
非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
二
十
三
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
三
十
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
ま

で
の
容
量
百
二
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
最
大
三
十
二
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

第
四
章

洪
水
調
節
等

（
洪
水
警
戒
体
制
）

第
十
三
条

香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
松
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、

洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。

二

そ
の
他
別
に
定
め
る
と
き
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第
十
四
条

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る

観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

最
大
流
入
量
、
洪
水
総
量
、
洪
水
継
続
時
間
及
び
流
入
量
の
時
間
的
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
。

三

洪
水
調
節
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

四

非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
、
標
高
百
三
十
一
・
三
メ
ー
ト
ル
を
最
低
限
度
と
し
て
、
予
備
放
流
水

位
を
定
め
る
こ
と
。

五

ゲ
ー
ト
並
び
に
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
の
点
検
及
び
整
備
、
予
備
電
源
設
備
の

試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。
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（
予
備
放
流
）

第
十
五
条

所
長
は
、
前
条
第
四
号
の
予
備
放
流
水
位
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る

洪
水
調
節
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
水
位
を
当
該
予
備
放
流
水
位
に
低
下
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
調
節
）

第
十
六
条

所
長
は
、
流
入
量
が
毎
秒
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
り
、
か
つ
、
貯
水
池
の
水
位
が
制
限

水
位
を
超
え
た
と
き
は
、
ゲ
ー
ト
の
開
度
を
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
に
固
定
し
て
、
流
入
量
が
最
大
に
達
す

る
ま
で
の
間
及
び
最
大
に
達
し
た
後
流
入
量
が
減
少
し
放
流
量
に
等
し
く
な
る
ま
で
の
間
、
ダ
ム
か
ら

の
自
然
放
流
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況

に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
）

第
十
七
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
流
水
の
調
節

は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
八
条

所
長
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
調
節
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
に
達
し
な
い

流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
水
位
が
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
を
、
非
洪
水
期
間
に

あ
っ
て
は
常
時
満
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
水
位
を
制
限
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に

低
下
さ
せ
る
た
め
、
下
流
に
支
障
を
与
え
な
い
程
度
の
流
量
を
限
度
と
し
て
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第
十
九
条

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
位
の
上
昇
）

第
二
十
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
予
備
放
流
水
位
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な

っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
流
水
を
貯
留
し
て
水
位
が
上
昇
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
等
）

第
二
十
一
条

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
に
移
行
す
る
に
際
し
、
水
位
を
制
限
水
位
に
低
下
さ
せ
る
と
き
。

二

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

三

そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
放
流
の
原
則
）

第
二
十
二
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動

を
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
量
）

第
二
十
三
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

（
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
四
条

所
長
は
、
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
か
ら
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
五
条

所
長
は
、
水
道
用
水
を
供
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ダ
ム
か
ら
日
量
四
千
五
百
立
方
メ

ー
ト
ル
を
限
度
と
し
て
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第
二
十
六
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
の
操
作
）

第
二
十
七
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第
二
十
八
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等
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を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）

第
二
十
九
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象

の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
三
十
条

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
若
し
く
は
バ
ル
ブ
を
操
作
し
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
計
測
、
点
検

若
し
く
は
整
備
を
行
い
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を
記

録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

補
則

第
三
十
一
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
殿
川
ダ
ム
操
作
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
十
一
号

香
川
県
殿
川
ダ
ム
操
作
規
則

香
川
県
殿
川
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
五
十
年
香
川
県
規
則
第
五
十
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条
―
第
九
条
）

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

洪
水
調
節
等
（
第
十
二
条
―
第
十
九
条
）

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
二
十
条
―
第
二
十
五
条
）

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

第
七
章

補
則
（
第
二
十
九
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
殿
川
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
及
び
水
道
用
水
の
供
給
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等

（
洪
水
）

第
三
条

洪
水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
が
毎
秒
十
八
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
）

第
四
条

洪
水
期
間
及
び
非
洪
水
期
間
は
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

洪
水
期
間

七
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

二

非
洪
水
期
間

十
月
一
日
か
ら
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

（
水
位
）

第
五
条

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

第
六
条

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
百
六
十
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

洪
水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を

除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）

第
七
条

貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
百
六
十
四
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
十
五
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
こ
れ
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
制
限
水
位
）

第
八
条

洪
水
期
間
に
お
け
る
貯
水
池
の
最
高
水
位
（
以
下
「
制
限
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
標
高
百
五

十
九
・
一
メ
ー
ト
ル
と
し
、
洪
水
期
間
に
お
い
て
は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場

合
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
う
場
合
を
除
き
、
水
位
を
制
限

水
位
よ
り
上
昇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
低
水
位
）
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第
九
条

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
百
四
十
八
・
二
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

第
十
条

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
百
五
十
九
・
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高

百
六
十
四
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
三
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
利
用
）

第
十
一
条

水
道
用
水
の
供
給
は
、
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
標
高
百
四
十
八
・
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百

五
十
九
・
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
三
十
二
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
非
洪
水
期
間
に
あ
っ

て
は
標
高
百
四
十
八
・
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
百
六
十
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
の
う
ち
最
大
五

十
八
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

洪
水
調
節
等

（
洪
水
警
戒
体
制
）

第
十
二
条

香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
松
地
方
気
象
台
か
ら
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、

洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。

二

そ
の
他
別
に
定
め
る
と
き
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第
十
三
条

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る

観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

最
大
流
入
量
、
洪
水
総
量
、
洪
水
継
続
時
間
及
び
流
入
量
の
時
間
的
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
。

三

洪
水
調
節
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

四

非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
、
標
高
百
五
十
九
・
一
メ
ー
ト
ル
を
最
低
限
度
と
し
て
、
予
備
放
流
水

位
を
定
め
る
こ
と
。

五

ゲ
ー
ト
並
び
に
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
の
点
検
及
び
整
備
、
予
備
電
源
設
備
の

試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
予
備
放
流
）

第
十
四
条

所
長
は
、
前
条
第
四
号
の
予
備
放
流
水
位
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る

洪
水
調
節
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
水
位
を
当
該
予
備
放
流
水
位
に
低
下
さ
せ

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
調
節
）

第
十
五
条

所
長
は
、
流
入
量
が
毎
秒
十
八
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
り
、
か
つ
、
貯
水
池
の
水
位
が
制

限
水
位
を
超
え
た
と
き
は
、
ゲ
ー
ト
の
開
度
を
一
・
一
メ
ー
ト
ル
に
固
定
し
て
、
流
入
量
が
最
大
に
達

す
る
ま
で
の
間
及
び
最
大
に
達
し
た
後
流
入
量
が
減
少
し
放
流
量
に
等
し
く
な
る
ま
で
の
間
、
ダ
ム
か

ら
の
自
然
放
流
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状

況
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
）

第
十
六
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

洪
水
に
達
し
な
い
流
水
に
つ
い
て
も
調
節
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
流
水
の
調
節

は
、
流
入
量
を
限
度
と
し
て
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
七
条

所
長
は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
調
節
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
洪
水
に
達
し
な
い

流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
水
位
が
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
制
限
水
位
を
、
非
洪
水
期
間
に

あ
っ
て
は
常
時
満
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
水
位
を
制
限
水
位
又
は
常
時
満
水
位
に

低
下
さ
せ
る
た
め
、
下
流
に
支
障
を
与
え
な
い
程
度
の
流
量
を
限
度
と
し
て
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第
十
八
条

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
位
の
上
昇
）

第
十
九
条

所
長
は
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
予
備
放
流
水
位
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な

っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
流
水
を
貯
留
し
て
水
位
が
上
昇
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
等
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

（
号
外
二
）

二
三



第
二
十
条

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
に
移
行
す
る
に
際
し
、
水
位
を
制
限
水
位
に
低
下
さ
せ
る
と
き
。

二

流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

三

第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

四

そ
の
他
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
放
流
の
原
則
）

第
二
十
一
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動

を
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
量
）

第
二
十
二
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
放
流
）

第
二
十
三
条

所
長
は
、
水
道
用
水
を
供
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ダ
ム
か
ら
日
量
四
千
五
百
立
方
メ

ー
ト
ル
を
限
度
と
し
て
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第
二
十
四
条

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
の
操
作
）

第
二
十
五
条

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第
二
十
六
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等

を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）

第
二
十
七
条

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象

の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
二
十
八
条

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
若
し
く
は
バ
ル
ブ
を
操
作
し
、
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
測
、
点

検
若
し
く
は
整
備
を
行
い
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を

記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章

補
則

第
二
十
九
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
粟
地
ダ
ム
操
作
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
十
二
号

香
川
県
粟
地
ダ
ム
操
作
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
粟
地
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

香
川
県
粟
地
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
香
川
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
点
検
、
」
を
「
計
測
、
点
検
及
び
」
に
、
「
雑
則
」
を
「
補
則
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
上
水
道
用
水
」
を
「
水
道
用
水
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
水
位
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
取
り
付
け
ら
れ
た
水
位
計
に
よ
り
測
定
」

を
「
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
」
に
改
め
る
。

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
洪
水
時
満
水
位
」
を
「
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調

節
を
行
う
場
合
を
除
き
」
を
削
る
。

第
十
一
条
中
「
三
十
八
万
立
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
十
八
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
」
に
改
め
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

（
号
外
二
）

二
四



第
十
二
条
中
「
の
た
め
の
供
給
」
を
削
り
、
「
十
七
万
立
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
十
七
万
立
方
メ
ー
ト

ル
を
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
上
水
道
用
水
」
を
「
水
道
用
水
」
に
改
め
、
同
条
中
「
上
水
道
用
水
」
を

「
水
道
用
水
」
に
、
「
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
、
」
を
「
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
、
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
執
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
発
せ
ら
れ
た
」

を
「
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、
洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
執
つ
た
」
を
「
と
つ
た
」
に
、
「
定
め
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
、
「
執
ら
な
け
れ
ば
」

を
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
、
高
松
地
方
気
象
台
そ
の
他
」
を
「
及
び
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

予
備
電
源
設
備
の
試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
十
六
条
中
「
所
長
は
、
」
を
削
り
、
「
を
次
に
定
め
る
と
お
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
洪
水
期
間
に
、
」

を
「
洪
水
期
間
に
お
い
て
」
に
、
「
超
え
る
場
合
に
」
を
「
超
え
た
と
き
」
に
、
「
行
い
、
水
位
を
制

限
水
位
に
低
下
さ
せ
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
非
洪
水
期
間
に
、
」
を
「
非
洪
水

期
間
に
お
い
て
」
に
、
「
超
え
る
場
合
に
」
を
「
超
え
た
と
き
」
に
、
「
行
い
、
水
位
を
常
時
満
水
位

に
低
下
さ
せ
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
六
条
の
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
又
は
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
つ
た
後
に

お
い
て
は
、
洪
水
期
間
に
あ
つ
て
は
常
用
洪
水
吐
き
か
ら
の
自
然
放
流
に
よ
り
水
位
を
制
限
水
位
に
、

非
洪
水
期
間
に
あ
つ
て
は
取
水
塔
放
流
口
か
ら
の
自
然
放
流
に
よ
り
水
位
を
常
時
満
水
位
に
低
下
さ

せ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
第
一
号
中
「
洪
水
期
間
」
を
「
非
洪
水
期
間
か
ら
洪
水
期
間
」
に
改
め
、
「
当
該
」
を
削

る
。第

十
九
条
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
二
十
条
中
「
定
め
る
量
」
を
「
定
め
る
量
を
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
用
水
を
供
給
す
る
」
を
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
」
に
、
「
放
流
」
を
「
ダ
ム
か

ら
放
流
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
上
水
道
用
水
」
を
「
水
道
用
水
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条

削
除

第
二
十
四
条
中
「
執
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
ゲ
ー
ト
等
」
を
「
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
（
以
下
「
ゲ
ー
ト
等
」
と
い
う
。
）
」
に

改
め
る
。

「
第
六
章

点
検
、
整
備
等
」
を
「
第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
良
好
」
を
「
良
好
な
状
態
」
に
改
め
る
。

「
第
七
章

雑
則
」
を
「
第
七
章

補
則
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
を
実
施
す
る
た
め
」
を
「
の
施
行
に
関
し
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
千
足
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

香
川
県
千
足
ダ
ム
操
作
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
香
川
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
点
検
、
」
を
「
計
測
、
点
検
及
び
」
に
、
「
雑
則
」
を
「
補
則
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
上
水
道
用
水
」
を
「
水
道
用
水
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
水
位
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
取
り
付
け
ら
れ
た
水
位
計
に
よ
り
測
定
」

を
「
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
場
合
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調

節
を
行
う
場
合
を
除
き
」
を
削
る
。

第
十
一
条
中
「
百
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
百
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
三
十
四
万
立
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
十
四
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
上
水
道
用
水
」
を
「
水
道
用
水
」
に
改
め
、
同
条
中
「
上
水
道
用
水
」
を

「
水
道
用
水
」
に
、
「
二
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
二
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
執
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
発
せ
ら
れ
た
」

を
「
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、
洪
水
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
執
つ
た
」
を
「
と
つ
た
」
に
、
「
定
め
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
、
「
執
ら
な
け
れ
ば
」

を
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
、
高
松
地
方
気
象
台
そ
の
他
」
を
「
及
び
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

予
備
電
源
設
備
の
試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

香

川

県

報

平
成
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八
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二
五



第
十
六
条
中
「
所
長
は
、
」
を
削
り
、
「
を
次
に
定
め
る
と
お
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
洪
水
期
間
に
、
」

を
「
洪
水
期
間
に
お
い
て
」
に
、
「
超
え
る
場
合
に
」
を
「
超
え
た
と
き
」
に
、
「
水
位
を
制
限
水
位

に
低
下
さ
せ
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
非
洪
水
期
間
に
、
」
を
「
非
洪
水
期
間
に

お
い
て
」
に
、
「
超
え
る
場
合
に
」
を
「
超
え
た
と
き
」
に
、
「
水
位
を
常
時
満
水
位
に
低
下
さ
せ
る
」

を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
六
条
の
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
又
は
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
つ
た
後
に

お
い
て
は
、
洪
水
期
間
に
あ
つ
て
は
主
放
流
管
か
ら
の
自
然
放
流
に
よ
り
水
位
を
制
限
水
位
に
、
非

洪
水
期
間
に
あ
つ
て
は
常
用
放
流
管
か
ら
の
自
然
放
流
に
よ
り
水
位
を
常
時
満
水
位
に
低
下
さ
せ
る

も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
二
十
条
中
「
定
め
る
量
」
を
「
定
め
る
量
を
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
上
水
道
用
水
」
を
「
水
道
用
水
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条

削
除

第
二
十
四
条
中
「
執
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
ゲ
ー
ト
等
」
を
「
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
（
以
下
「
ゲ
ー
ト
等
」
と
い
う
。
）
」
に

改
め
る
。

「
第
六
章

点
検
、
整
備
等
」
を
「
第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
良
好
」
を
「
良
好
な
状
態
」
に
改
め
る
。

「
第
七
章

雑
則
」
を
「
第
七
章

補
則
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
を
実
施
す
る
た
め
」
を
「
の
施
行
に
関
し
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
田
万
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

香
川
県
田
万
ダ
ム
操
作
規
則
（
平
成
二
年
香
川
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
点
検
、
」
を
「
計
測
、
点
検
及
び
」
に
、
「
雑
則
」
を
「
補
則
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

削
除

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
水
位
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
取
り
付
け
ら
れ
た
水
位
計
に
よ
り
測
定
」

を
「
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
発
せ
ら
れ
た
」
を
「
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、
洪
水
の
発
生
が

予
想
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
執
っ
た
」
を
「
と
っ
た
」
に
、
「
定
め
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
、
「
執
ら
な
け
れ
ば
」

を
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
、
高
松
地
方
気
象
台
そ
の
他
」
を
「
及
び
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
執
る
」
を
「
と
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
超
え
る
場
合
に
」
を
「
超
え
た
と
き
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
放
流
管
」
を
「
ダ
ム
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
放
流
量
）

第
十
七
条
の
二

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
中
「
執
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
と
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
放
流
管
」
を
「
ダ
ム
」
に
改
め
る
。

「
第
六
章

点
検
、
整
備
等
」
を
「
第
六
章

計
測
、
点
検
及
び
整
備
等
」
に
改
め
る
。

「
第
七
章

雑
則
」
を
「
第
七
章

補
則
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
を
削
る
。

（
香
川
県
吉
田
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

香
川
県
吉
田
ダ
ム
操
作
規
則
（
平
成
十
年
香
川
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
の
二
」
に
、
「
雑
則
」
を
「
補
則
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
上
水
道
用
水
」
を
「
水
道
用
水
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
流
入
量
」
の
下
に
「
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
章
中
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
最
低
水
位
）

第
六
条
の
二

貯
水
池
の
最
低
水
位
は
、
標
高
八
十
三
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
上
水
道
用
水
」
を
「
水
道
用
水
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
号
中
「
発
せ
ら
れ
た
」
を
「
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、
洪
水
の
発
生
が
予
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想
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
、
高
松
地
方
気
象
台
そ
の
他
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
超
え
る
場
合
に
」
を
「
超
え
た
と
き
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
の
限
度
は
、
毎
秒
二
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
」
を
「
は
、
別
に
定
め
る
」

に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
放
流
管
」
を
「
ダ
ム
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
放
流
量
）

第
十
六
条
の
二

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
当
該
規
定
に
定
め
る
量
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
流
入
量
に
相
当
す
る
量
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
上
水
道
用
水
」
を
「
水
道
用
水
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
を
「
（
ゲ
ー
ト
及
び
バ
ル
ブ
の
操
作
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
放
流
管
」
を
「

ダ
ム
」
に
改
め
る
。

「
第
七
章

雑
則
」
を
「
第
七
章

補
則
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
を
削
る
。

（
香
川
県
門
入
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

香
川
県
門
入
ダ
ム
操
作
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
流
入
量
」
の
下
に
「
（
以
下
「
流
入
量
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
一
号
中
「
発
せ
ら
れ
た
」
を
「
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
、
洪
水
の
発
生
が

予
想
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
号
中
「
、
高
松
地
方
気
象
台
そ
の
他
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
各
号
中
「
超
え
る
場
合
に
」
を
「
超
え
た
と
き
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
六
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
又
は
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い

て
は
、
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
上
段
常
用
洪
水
吐
き
及
び
下
段
常
用
洪
水
吐
き
か
ら
の
自
然
放
流
に

よ
り
水
位
を
制
限
水
位
に
、
非
洪
水
期
間
に
あ
っ
て
は
上
段
常
用
洪
水
吐
き
か
ら
の
自
然
放
流
に
よ

り
水
位
を
常
時
満
水
位
に
低
下
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

（
香
川
県
粟
井
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

香
川
県
粟
井
ダ
ム
操
作
規
則
（
平
成
十
四
年
香
川
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
発
せ
ら
れ
」
を
「
ダ
ム
の
位
置
す
る
区
域
に
発
せ
ら
れ
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
号
中
「
、
高
松
地
方
気
象
台
そ
の
他
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
調
節
は
」
の
下
に
「
、
水
位
が
常
時
満
水
位
を
超
え
た
と
き
は
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

第
十
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
又
は
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い

て
は
、
常
用
洪
水
吐
き
か
ら
の
自
然
放
流
に
よ
り
水
位
を
常
時
満
水
位
に
低
下
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
十
条
中
「
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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